
 

 

 
 

  

◇ 組合未加入の方を 
ご紹介ください 

１０月末までの間、東京土建の仲間を増

やす「秋の拡大月間」を実施中です。工事

現場や協力業者、ご近所で組合に未加入の

方がいましたらぜひご紹介ください。加入

金が無料になるキャンペーンを実施中です。  

また、月間中は支部・分会役員、書記局

が組合員宅や事業所を訪問させて頂きます。 

下記日程で各分会統一行動を行います。

組合員の皆さんは拡大センターに足を運び、

拡大運動へ参加・協力をお願いします。事

業所の皆さんも協力会社、外注職人など組

合加入の呼びかけをお願いします。 

◎ 拡 大 統 一 行 動 日 程  

１０月１６日（水）・２３日（水） 

   ３０日（水）・３１日（木） 

※３１日は支部打上式 

 

◇ 財務省へのハガキ要請行動 
６月から行っているハガキ要請行動です。

今月・来月は財務省に対しての補助金確保

ハガキ要請行動を行います。ハガキ裏面の

『ひとこと』欄に、あなたの思いをつづり、

分会・群で１人４枚以上の要請をお願いし

ます。墨田支部ではハガキ 

裏面を印刷しているため、 

氏名・住所・ひとことの 

みの簡素な記入形式にな 

っています。土建国保の 

育成・強化のため、１枚 

でも多くのハガキの記入 

をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 墨田支部会館で 
インフルエンザ予防接種 

墨田支部組合員・家族の皆さんを対象に、

今年もインフルエンザ集団予防接種を開催

します。夜間開催なので予防接種を受けた

いけど昼間はなかなか行けない方には是非

お勧めします。しかも会場は墨田支部会館

です。 

実施医療機関はすみだ共立診療所で、接

種料３５００円。ですが、土建国保加入者

は、１年度につき１回予防接種補助（２０

００円）を受けることができるので、実質

１５００円になります。 

補助金の申請は当日で 

きます。予防接種希望 

の方はお早めに申し込 

みください。詳細は今 

月配布のチラシをご覧 

ください。 

日 時：１１月２６日（火） 

午後６時～午後７時３０分 

場 所：墨田支部会館２階 

接種料：３５００円と健康保険証（※土建国 

     保加入者は認印をご持参ください。） 

 

◇ 最低賃金が引き上がりました 

１０月１日から東京都の最低賃金が５０

円引き上げられ１，１６３円になりました。

最低賃金制度は、働くすべてのひとに賃金

の最低額を保証する制度で、「働く人と雇う

人のためのルール」です。年齢やパート・

学生アルバイトなど働き方の違いにかかわ

らず、すべての労働者に適用されます。事

業主も労働者も必ず確認しましょう。 

 

 



 

◇ 厚生文化部からのお知らせ 
◎ 第４１回仲間の作品コンクール 

作品募集のお知らせ 

今年も恒例の仲間の作品コンクールを開催

します。写真や文芸の趣味をお持ちの方だ

けでなく、初心者の方も大歓迎です。写真

の部・文芸の部ともに詳細は今月配布のチ

ラシをご覧くいただくか、下記ＱＲコード

よりご確認くださ 

い。応募締切は１ 

２月２７日（金） 

です。多くの組合 

員・家族の応募を 

お待ちしています。 

 

 

 

◎ 第４３回将棋大会のお知らせ 

 毎年本部主催で開催している将棋大会を

今年も開催します。個人戦はＡ～Ｄ級のレ

ベルに応じた対局、団体戦は３人１組でそ

れぞれのメンバーが獲得した勝点にクラス

別加算率を乗じて合計し、順位を決めます。

午後からは指導対局、島朗九段の講演や鈴

木環那女流三段による将棋クイズなどのイ

ベントも企画して 

います。初心者、 

小学生、女性の参 

加も大歓迎です。 

詳細は下記ＱＲコ 

ードより。 

 

 

 

日 時：１２月８日（日）９時３０開会 

場 所：けんせつプラザ東京  

費 用：２，０００円（お弁当付き） 

※小学生以下は無料 

◇ 安全衛生大会のお知らせ 
 向島低建協（東京土建墨田支部・葛飾支

部・東京建設産業組合）主催「安全衛生大

会」を開催します。向島労働基準監督署の

職員を講師に招き、労働災害防止、安全意

識の向上、安全対策の強化を目指した内容

で講演頂きます。詳細は今月配布のチラシ

をご覧ください。 

日 時：１１月２２日（金）午後７時 

場 所：東京土建葛飾支部会館 

申 込：今月配布した用紙をＦＡＸもしく 

は、分会役員へお申込みください 

 
◇ １１月１日から自転車の 

スマホ・酒気帯び罰則強化 
 １１月１日から道路交通法が改正され自

転車の飲酒・ながら運転が自動車並みの罰

則になります。支部・分会イベントや忘年

会・新年会などお酒を飲む機会が増える季

節です。本人はもちろんですが、仲間が運

転してきたことを知っていて、お酒を提供

し、自転車に乗って帰宅することを黙認す

る場合にも罰則が適用されます。お酒を提

供する際には、主催者や同席者からの注意

喚起の徹底が必要です。自分・家族そして

仲間のためにも、飲んだら乗らない、自転

車でのながら運転はしないこと 

を徹底しましょう。詳細は右記 

ＱＲコードよりご確認ください。 

 

◇ 当面の日程 
１０月 

１５日（火）手すり取付ボランティア会議 

１８日（金）専門部会（賃金・労働） 

１８日・２１日（金・月）分会集約会議 

２２日（火）専門部会（厚文） 

３１日（木）秋の拡大打上式 

１１月 

５日（火）常任執行委員会 

６日（水）執行委員会兼分会書記長会議 


